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Ｓ　目標達成

（適切な関税改正の実施）

　関税改正に当たっては、関係府省からの関税改正要望において、政策の目的、要望措置の必要

性・適正性・効果、政策評価の結果等に関して記載を求めるとともに、関係府省から提出された

関税改正要望を精査するにあたり、関係府省からその所管する産業の情勢や個別要望の国民経済

全体への影響の聴き取りをしました。

　その後、関税・外国為替等審議会において、平成25年10月から、計３回にわたりを検討が重ね

られ、同年12月12日、平成26年度における関税率及び関税制度の改正に係る答申が取りまとめら

れ、本答申を踏まえて策定した関税改正案の主要事項を「平成26年度税制改正の大綱」に盛り込

みました。

　これらを踏まえて作成した関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案を、平成26

年２月７日に通常国会に提出しました。同法律案は、同年３月28日に成立、同月31日に公布さ

れ、一部の規定を除き同年４月１日から施行されています。

　以上から関税改正については、「目標達成」と考えられます。

目標達成状況

（必要性・有効性・効率性等）

　内外経済情勢等を踏まえた関税率の設定・関税制度の改善等は、政府の方針に沿うものであ

り、また、需要者・消費者への影響等を勘案しつつ、他の政策手段とともに、国民経済の健全な

発展、更には世界経済の健全な発展につなげるためには、重要で必要な取組です。

　平成26年度関税改正の検討に当たり、内外の市況や国内産業の実情等客観的なデータの収集を

行い、国民のニーズの的確な把握に努め、改正作業に活用することや、ＷＴＯ協定及び国内関係

法令に基づいて、報復関税や不当廉売関税の延長等の実施等の特殊関税制度の透明かつ公平・適

正な運用を行うことも、内外経済情勢を踏まえた、内外経済情勢等を踏まえた関税率の設定・関

税制度の改善等に寄与しています。

　また、要望を受け付ける際に客観的情報の提示を求めるとともに、政策評価の結果等について

記載した改正要望書の提出を求め、関係省庁との協議の際、それらの資料の十分な活用に努める

等、効率的な事務運営に努めています。

評
価
結
果

上記目標の
概要

　関税率の設定・関税制度の改善等に際しては、関税の機能の一つとしての国内産業保護機

能に留意しつつ、国際的な経済・貿易の発展への貢献、国内産業の実情、需要者・消費者へ

の影響等を総合的に勘案し、他の政策手段とあいまって、国民経済の健全な発展、更には世

界経済の健全な発展につながるものとする必要があります。

　

（上記目標を達成するための施策）

(５－１－１）適切な関税改正の実施

(５－１－２）特殊関税制度の適正な運用

（特殊関税制度の適正な運用）
　ＷＴＯ協定及び国内関係法令に基づき、報復関税や不当廉売関税の延長、不当廉売関税調査の
開始など、関係省庁間で綿密な連携をとりながら、特殊関税制度の透明かつ公平・適正な運用に
努めました。
　以上から、特殊関税制度の運用については、「目標達成」と考えられます。

　以上のとおり、両施策を着実に実施していることから、平成25年度においては、「Ｓ　目標達

成」と評価しました。

評
価
の
理
由

政策目標５－１：内外経済情勢等を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改善等
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平成23年度 24年度 25年度 26年度

494,526 378,625 750,688 415,728

△ 25,405 △ 25,574 △ 36 －

0 0 N.A.

469,121 353,051 N.A.

384,686 299,022 N.A.
（概要)

　関税制度等の企画及び立案や、その基礎データとなる貿易統計等を作成するための貿易統計業務機能の開発・

運用等に係る経費

（注）平成25年度「繰越等」、「執行額」等については、平成26年11月頃に確定するため、平成26年度実績評価書に掲載予

定。

平成26年度税制改正大綱（平成25年12月24日閣議決定）

平成24年度政策評価結果
の政策への反映状況

区　　　　分

繰 越 等

合　　　計

執行額（千円）

政策の目標に関係する施政
方針演説等内閣の主な重
要政策

予算の状
況

（千円）
政策目標に係る予算額

当初予算

補正予算

財務省政策評価懇談会にお
ける意見

　以下のとおり、上記の施策を引き続き実施します。

　関税率や関税改正に当たっては、内外の経済情勢の変化等を踏まえつつ、関係

府省より提出された改正要望について、関係府省の政策評価結果を適切に活用

し、措置の必要性や実現される具体的な効果、更にはその所管する産業の情勢や

個別要望の国民経済全体への影響を聴取し、関係府省とも協議を十分に行った上

で、関税・外国為替等審議会の調査・審議の結果を踏まえながら、適切に判断し

ていきます。

　また、これらの過程において、国民のニーズの的確な把握に努めるとともに、

内外の市況や国内の生産者の状況など客観的なデータの収集を行っていきます。

　不当廉売関税等の特殊関税制度については、ＷＴＯ協定及び国内関係法令等に

則り、透明かつ公平・適正に運用を行っていきます。

　平成27年度予算概算要求にあたっては、最近における内外の経済情勢等を踏ま

え、公平・簡素・透明という観点に留意しつつ、関税改正において適切な関税率

の設定及び特殊関税、特恵関税等の関税制度の改善とその適正な運営を行うた

め、関税制度等の企画及び立案等に必要な経費の確保に努めます。

評価結果の反映

特になし

（適切な関税改正の実施）

　関税率や関税改正に当たっては、内外の経済情勢の変化等を踏まえつつ、関係

府省より提出された改正要望について、関係府省の政策評価結果を適切に活用

し、措置の必要性や実現される具体的な効果、更にはその所管する産業の情勢や

個別要望の国民経済全体への影響を聴取し、関係府省とも協議を十分に行った上

で、関税・外国為替等審議会の調査・審議の結果を踏まえながら、適切に判断し

ました。

　また、これらの過程において、国民のニーズの的確な把握に努めるとともに、

内外の市況や国内の生産者の状況など客観的なデータの収集を行いました。

政策評価を行う過程におい
て使用した資料その他の情
報
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担当部局名 政策評価実施時期 平成26年６月関税局関税課

平成24年度政策評価結果
の政策への反映状況

（特殊関税制度の適正な運用）

　不当廉売関税等の特殊関税制度については、ＷＴＯ協定及び国内関係法令等に

則り、透明かつ公平・適正に運用を行いました。

― 91 ―


